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社会保険・厚生年金の算定基礎届の提出期限は７月 10 日(月)です 

 

毎月１５日までの会費納入にご協力をお願いします。 会計 山崎孝亀  

ご不明な点があれば民商までご相談ください
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今年も好評発売中！ 

小豆島のそうめん 

 

 
 

源泉所得税(給料の預り税金)は、１〜６⽉分をまとめて７
月 10 日(月)までに納めることになっています(納期の特例を
受けている場合)。納める税額のない方でも納付書に「０」と
書いて提出しなければなりません。この実務を下の日程で行
います。 
＜日程＞ いずれも民商事務所２Ｆ 

① ６月２９日(木) 14 時～16時 

② ７月４日(火)  10 時～12時 

③ ７月６日(木)  14 時～16時 

この日程で都合の悪い方はご連絡ください。 
＜持ってくるもの＞ 

①従業員、専従者、役員などの給与明細①従業員、専従者、役員などの給与明細①従業員、専従者、役員などの給与明細①従業員、専従者、役員などの給与明細    
(できれば源泉徴収簿に記入してご持参ください) 
②納付書②納付書②納付書②納付書(白紙のものと、過納税額のあった方は昨年の年末調
整で作成した納付書の控え)    
(事務所には白紙の納付書がありません。納付書がない方は早
めにご連絡ください) 
③電卓、筆記用具など③電卓、筆記用具など③電卓、筆記用具など③電卓、筆記用具など    

          

1.8 ㎏ 2,200 円 

 

 

お・こ・と・わ・り 

 ７月 10 日(月)～11 日(火)

は、愛商連事務局員交流会参加

のため、事務局は２名とも不在

となります。事務所にご用のあ

る方はご注意ください。 

 

 

標準報酬額決定のしくみ 


